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�

公
営
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業
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ギ
ャ
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ベ
ッ
ド
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購
入
に
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一
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争
入
札

病

院

局

つ
く
し
が
丘

病
院
運
営
室

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
六
百
十
七
号

身
体
障
害
者
福
祉
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
と
お
り
医
師
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則

(

昭
和
六
十
二
年

三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
六
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

公

告

共
通
基
盤
シ
ス
テ
ム
機
器
等
賃
貸
借
契
約
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
件
の
賃
貸
借
期
間
に
お
け
る
保
守
を
含
む
賃
貸
借
料
と
し
、
そ
の
仕
様
等
は
入

札
説
明
書
の
と
お
り
と
す
る
。

共
通
基
盤
シ
ス
テ
ム
機
器
等
一
式

二

賃
貸
借
期
間

平
成
二
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
十
二
月
三
十
一
日

(

た
だ
し
、
こ
の
契
約
に
係

る
予
算
の
削
減
又
は
削
除
が
あ
っ
た
場
合
は
、
こ
の
期
間
の
中
途
に
お
い
て
当
該
契
約
を
解
除
す

る
こ
と
が
あ
る
。)

三

納
入
期
限
及
び
設
置
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な
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科

目
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定
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月
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小
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滋
豊

十
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中

央
病
院

十
和
田
市
西
十
二
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町
一
四
の
八

第
三
内
科

(

心
臓

機
能
障
害)

平
成
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�･

�

平
成
二
十
年

九
月
三
日

(

水
曜
日)

第
二
千
九
百
八
十
号



( )

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
五
百
十
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

の

一
の
規
定
に
よ
り
、
Ｏ
Ａ
機
器
の
賃
貸
借
契
約
及
び
電
子
計
算
組
織
に
係
る
ソ
フ
ト
ウ
エ
ア
賃

貸
借
契
約
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

入
札
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
時
ま
で
の
間
に
、
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け

て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

納
入
す
る
機
器
等
に
つ
い
て
は
、
県
で
示
し
た
仕
様
を
満
た
す
こ
と
及
び
保
守
体
制
が
整
備

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

五

資
格
の
審
査
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

(

以
下

｢

申
請
書｣

と
い
う
。)

に

よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
部
数

二
部

３

提
出
期
限
等

�

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
資
料
を
添
え
て
、
平
成
二
十
年
十
月

一
日
ま
で
に
青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、

申
請
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
る
と
と
も
に
、
必

要
な
場
合
に
は
、
当
該
申
請
書
の
内
容
の
変
更
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

�
の
説
明
並
び
に
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
も
の
と
す
る
。

�

�
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

六

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
い
合
わ

せ
先青

森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
企
画
政
策
部
情
報
シ
ス
テ
ム
課
シ
ス
テ
ム
管
理
運
用
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
一
六
〇

２

入
札
書
の
提
出
期
限

平
成
二
十
年
十
月
十
五
日

午
後
三
時

３

開
札
の
場
所
及
び
日
時

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎
東
棟
一
階

経
理
課
入
札
室

平
成
二
十
年
十
月
十
七
日

午
後
三
時

七

入
札
保
証
金
に
関
す
る
事
項

青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
三
十
二
条
第
一
項
第
二

号
の
規
定
に
よ
り
免
除
す
る
。

八

契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

九

落
札
者
の
決
定
方
法

賃
貸
借
機
器
等
に
要
求
す
る
仕
様
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
申
請
書
等
を
提
出
し
た
者

で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効
な
入
札
を
行
っ
た
者

を
落
札
者
と
す
る
。

十

契
約
書
の
取
り
交
わ
し
時
期

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

十
一

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚
偽
の
事
実
の
記

載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
無
効
と
す
る
。

３

入
札
書
の
提
出
方
法
等

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

４

入
札
書
の
記
載
方
法

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当

す
る
額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切

り
捨
て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
課
税
業
者
で
あ
る
か
免
税
業
者
で
あ
る

か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
期
間
の
総
額
の
う
ち
三
か
月
分
に
相
当
す
る
金
額
の
百
五
分

の
百
に
相
当
す
る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

５

契
約
金
額

落
札
価
格
を
も
っ
て
平
成
二
十
年
度
の
契
約
金
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
一
年
度
か

ら
平
成
二
十
四
年
度
の
契
約
金
額
は
落
札
価
格
に
十
二
を
乗
じ
た
額
を
三
で
除
し
て
得
た
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額)

と
し
、

平
成
二
十
五
年
度
の
契
約
金
額
は
落
札
価
格
に
九
を
乗
じ
た
額
を
三
で
除
し
て
得
た
額

(

当
該

金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
金
額)

と
す
る
。
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( )

除
雪
車
両
の
交
換
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
に
掲
げ
る
物
品
と
県
所
有
の
物
品
と
の
交
換
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
は
、
入

札
説
明
書
に
よ
る
。

ロ
ー
タ
リ
ー
除
雪
車

(

二
・
六
メ
ー
ト
ル)

一
台

二

納
入
期
限

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

三

納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
十
七
年
七
月
一
日
青
森
県
告
示
第
五
百
六
十
五
号(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

、

平
成
十
八
年
一
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
六
十
七
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

、
平

成
十
九
年
一
月
三
十
一
日
青
森
県
告
示
第
六
十
三
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

又
は

平
成
二
十
年
一
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
六
十
五
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

の
一

の
規
定
に
よ
り
Ａ
の
等
級
に
格
付
け
さ
れ
た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

入
札
の
日
ま
で
に
、
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受
け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

４

交
換
物
品
又
は
こ
れ
と
同
等
の
類
似
品
に
つ
い
て
相
当
数
の
納
入
実
績
等
が
あ
る
こ
と
を
証

明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

５

交
換
物
品
に
つ
い
て
迅
速
な
ア
フ
タ
ー
サ
ー
ビ
ス
及
び
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
の
体
制
が
整
備
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
証
明
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。

五

資
格
の
審
査
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

(

以
下

｢

申
請
書｣

と
い
う
。)

に
よ
り
、
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
部
数

二
部

３

提
出
期
限
等

�

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
、
平
成
二
十
年
九
月

八
日
ま
で
に
青
森
県
出
納
局
経
理
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
申
請
書
の

内
容
に
つ
い
て
説
明
又
は
必
要
に
応
じ
て
内
容
の
変
更
等
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ

に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

�
の
説
明
又
は
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
も
の
と
す
る
。

�

�
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。
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六

入
札
説
明
書
の
交
付
等

入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
い
合
わ
せ
先

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
出
納
局
経
理
課
物
品
調
達
グ
ル
ー
プ

電
話

〇
一
七
―
七
三
四
―
九
一
〇
四

七

入
開
札
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

平
成
二
十
年
九
月
十
六
日

午
後
一
時
三
十
分

２

場
所

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
庁
舎

東
棟
一
階
経
理
課
入
札
室

八

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
三
回
を
限
度
と
す
る
。

九

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
は
免
除
す
る
も
の
と
し
、
契
約
保
証
金
は
、
青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年

三
月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

十

落
札
者
の
決
定
方
法

交
換
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提
出
し
た

者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
交
換
差
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効

な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

十
一

契
約
の
締
結

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

十
二

入
札
条
件

青
森
県
財
務
規
則
に
定
め
る
入
札
者
心
得
書
を
遵
守
す
る
ほ
か
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
三

入
札
書
記
載
金
額

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
金
額
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

十
四

そ
の
他

１

契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚

偽
の
事
実
の
記
載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
無
効
と
す

る
。

３

契
約
書
作
成
の
要
否

要

４

そ
の
他

詳
細
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
日
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Ｓ
Ｕ
Ｍ
Ｍ
Ａ
Ｒ
Ｙ

１
Ｎ
ａ
ｔ
ｕ
ｒ
ｅ

ａ
ｎ
ｄ

ｑ
ｕ
ａ
ｎ
ｔ
ｉ
ｔ
ｙ

ｏ
ｆ

ｔ
ｈ
ｅ

ｐ
ｒ
ｏ
ｄ
ｕ
ｃ
ｔ
ｓ

ｔ
ｏ

ｂ
ｅ

ｐ
ｕ
ｒ
ｃ
ｈ
ａ
ｓ
ｅ
ｄ
：

Ｏ
ｎ
ｅ
（
１
）
Ｒ
ｏ
ｔ
ａ
ｒ
ｙ

Ｓ
ｎ
ｏ
ｗ

Ｐ
ｌ
ｏ
ｗ

（
Ｂ
ｌ
ａ
ｄ
ｅ

ｌ
ｅ
ｎ
ｇ
ｔ
ｈ

２
．
６

ｍ
ｅ
ｔ
ｅ
ｒ
ｓ

ｃ
ｌ
ａ
ｓ
ｓ
）

２
Ｔ
ｉ
ｍ
ｅ

ｌ
ｉ
ｍ
ｉ
ｔ

ｆ
ｏ
ｒ

ｔ
ｅ
ｎ
ｄ
ｅ
ｒ
：

１
：
３
０

Ｐ
．
Ｍ
．

１
６
Ｓ
ｅ
ｐ
ｔ
ｅ
ｍ
ｂ
ｅ
ｒ
,
２
０
０
８

３
Ｃ
ｏ
ｎ
ｔ
ａ
ｃ
ｔ

Ｐ
ｏ
ｉ
ｎ
ｔ

ｆ
ｏ
ｒ

ｔ
ｈ
ｅ

ｎ
ｏ
ｔ
ｉ
ｃ
ｅ
：

Ｍ
ａ
ｎ
ａ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ

Ｓ
ｅ
ｃ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

Ｍ
ａ
ｎ
ａ
ｇ
ｅ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ

Ｄ
ｉ
ｖ
ｉ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ

Ａ
ｏ
ｍ
ｏ
ｒ
ｉ

Ｐ
ｒ
ｅ
ｆ
ｅ
ｃ
ｔ
ｕ
ｒ
ａ
ｌ

Ｇ
ｏ
ｖ
ｅ
ｒ
ｎ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ

１
－
１
－
１

Ｎ
ａ
ｇ
ａ
ｓ
ｈ
ｉ
ｍ
ａ

Ａ
ｏ
ｍ
ｏ
ｒ
ｉ

Ｃ
ｉ
ｔ
ｙ
,
Ａ
ｏ
ｍ
ｏ
ｒ
ｉ

０
３
０
－
８
５
７
０

Ｊ
Ａ
Ｐ
Ａ
Ｎ

Ｔ
Ｅ
Ｌ

０
１
７
－
７
３
４
－
９
１
０
４
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青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
工
藤
重
組

二

代
表
者
の
氏
名

工
藤

和
行

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

黒
石
市
追
子
野
木
三
丁
目
一
二
五
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特
―
一
六)

第
二
三
九
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
八
月
十
一
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
、
鋼
構
造
物
、
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
八
月
一
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ
り

確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

東
洋
重
機
建
設
有
限
会
社

二

代
表
者
の
氏
名

町
田

啓
倫

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
独
狐
字
松
ヶ
沢
二
六
の
一

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
三
〇
三
五
号

五

取
消
年
月
日

平
成
二
十
年
八
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
二
十
年
八
月
十
二
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

公

営

企

業

ギ
ャ
ッ
チ
ベ
ッ
ド
外
の
購
入
に
係
る
一
般
競
争
入
札

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
に
よ
り
契
約
を
締
結
す
る
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十

二
年
政
令
第
十
六
号)

第
百
六
十
七
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
二
十
年
九
月
三
日

青
森
県
病
院
事
業
管
理
者

吉

田

茂

昭

一

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
事
項

次
表
に
掲
げ
る
物
品
の
購
入
と
し
、
そ
の
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
は
、
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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№

名

称

数

量

１

ギ
ャ
ッ
チ
ベ
ッ
ド

一
五
四

２

シ
ャ
ウ
カ
ス
テ
ン

三

３

レ
ン
ト
ゲ
ン
フ
ィ
ル
ム
戸
棚

三

４

身
長
計
付
体
重
計

三

５

リ
ク
ラ
イ
ニ
ン
グ
シ
ャ
ワ
ー
キ
ャ
リ
ー

三

６

与
薬
カ
ー
ト

(

三
十
床
用)

三

７

与
薬
カ
ー
ト

(

二
十
床
用)

三

８

点
滴
用
処
置
台

三

９

手
指
消
毒
器

六



( )

二

納
入
期
限

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

三

納
入
場
所

入
札
説
明
書
に
よ
る
。

四

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

１

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
者
に
該
当
し
な

い
者
で
あ
る
こ
と
。

２

平
成
二
十
年
六
月
三
十
日
青
森
県
告
示
第
五
百
十
号

(

物
品
等
の
競
争
入
札
参
加
資
格)

の

一
の
規
定
に
よ
り
薬
品
・
理
化
学
機
器
類
の
購
入
の
契
約
に
つ
い
て
Ａ
の
等
級
に
格
付
け
さ
れ

た
者
で
あ
る
こ
と
。

３

入
札
書
の
提
出
期
限
の
日
か
ら
開
札
の
と
き
ま
で
の
間
に
、
知
事
の
指
名
停
止
の
措
置
を
受

け
て
い
な
い
者
で
あ
る
こ
と
。

五

資
格
の
審
査
等

１

入
札
に
参
加
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
四
に
定
め
る
資
格
を
有
す
る
こ
と
に
つ

い
て
次
に
従
い
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書

(

以
下

｢

申
請
書｣

と
い
う
。)

に

よ
り
審
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

提
出
部
数

二
部

３

提
出
期
限
等

�

入
札
へ
の
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
申
請
書
に
関
係
資
料
を
添
え
て
、
平
成
二
十
年
十
月

二
十
日
ま
で
に
青
森
県
病
院
局
運
営
部
つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
ま
た
、
申
請
書
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
応
じ
る

と
と
も
に
、
必
要
な
場
合
に
は
、
当
該
申
請
書
の
内
容
の
変
更
に
応
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

�
の
説
明
又
は
内
容
の
変
更
等
に
応
じ
な
い
者
は
、
当
該
入
札
に
参
加
で
き
な
い
も
の
と

す
る
。

�

�
の
審
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
申
請
者
に
対
し
て
書
面
に
よ
り
別
途
通
知
す
る
。

六

入
札
書
の
提
出
場
所
等

１

入
札
書
の
提
出
場
所
、
入
札
説
明
書
の
交
付
場
所
、
契
約
条
項
を
示
す
場
所
及
び
問
い
合
わ

せ
先青

森
市
大
字
三
内
字
沢
部
三
五
三
の
九
二

青
森
県
立
つ
く
し
が
丘
病
院

(

青
森
県
病
院
局
運
営
部
つ
く
し
が
丘
病
院
運
営
室)

電
話

〇
一
七
―
七
八
七
―
二
一
二
一

２

入
札
書
の
提
出
方
法

１
に
掲
げ
る
提
出
場
所
に
持
参
し
、
又
は
郵
便
に
よ
り
送
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
郵
便
に

よ
り
送
付
す
る
場
合
は
、
配
達
が
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
郵
便
と
す
る
こ
と
。

３

入
札
書
の
提
出
期
限

平
成
二
十
年
十
月
三
十
日

午
後
三
時

(

郵
便
に
よ
り
送
付
す
る
場
合
は
、
同
期
限
ま
で
に

必
着
の
こ
と
。)

七

開
札
の
場
所
及
び
日
時

１

場
所

青
森
市
大
字
三
内
字
沢
部
三
五
三
の
九
二

青
森
県
立
つ
く
し
が
丘
病
院

四
階
大
会
議
室
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10

マ
ッ
ト
レ
ス

一
四
四

11

ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

一
五
四

12

オ
ー
バ
ー
テ
ー
ブ
ル

四

13

診
察
台

六

14

薬
品
戸
棚

三

15

回
診
車

三

16

褥
瘡
予
防
マ
ッ
ト
レ
ス

一
〇

17

カ
ル
テ
ワ
ゴ
ン

(

六
十
冊)

三

18

カ
ル
テ
ワ
ゴ
ン

(

四
十
冊)

六

19

サ
ー
ビ
ス
ワ
ゴ
ン

五

20

多
目
的
カ
ー
ト

九

21

転
落
防
止
帯
セ
ッ
ト

二
二



( )

２

日
時

平
成
二
十
年
十
月
三
十
一
日

午
前
十
時

八

入
札
執
行
回
数

原
則
と
し
て
二
回
を
限
度
と
す
る
。

九

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金
に
関
す
る
事
項

入
札
保
証
金
は
免
除
す
る
も
の
と
し
、
契
約
保
証
金
は
青
森
県
財
務
規
則

(

昭
和
三
十
九
年
三

月
青
森
県
規
則
第
十
号)

第
百
五
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
。

十

落
札
者
の
決
定
方
法

購
入
物
品
に
要
求
す
る
性
能
等
が
満
た
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
た
製
作
仕
様
書
等
を
提
出
し
た

者
で
、
か
つ
、
予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
、
売
買
代
金
に
係
る
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
有
効

な
入
札
を
行
っ
た
者
を
落
札
者
と
す
る
。

十
一

契
約
書
の
締
結

落
札
決
定
の
日
か
ら
七
日
以
内

十
二

入
札
条
件

青
森
県
財
務
規
則
に
定
め
る
入
札
者
心
得
書
を
遵
守
す
る
ほ
か
入
札
説
明
書
に
よ
る
。

十
三

入
札
書
記
載
金
額

落
札
決
定
に
当
た
っ
て
は
、
入
札
書
に
記
載
さ
れ
た
金
額
に
当
該
金
額
の
百
分
の
五
に
相
当
す

る
額
を
加
算
し
た
金
額

(

当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨

て
た
金
額)

を
も
っ
て
落
札
価
格
と
す
る
の
で
、
入
札
者
は
、
消
費
税
に
係
る
課
税
事
業
者
で
あ

る
か
免
税
事
業
者
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
見
積
も
っ
た
契
約
希
望
金
額
の
百
五
分
の
百
に
相
当
す

る
金
額
を
入
札
書
に
記
載
す
る
こ
と
。

十
四

そ
の
他

１

入
札
及
び
契
約
手
続
に
お
い
て
使
用
す
る
言
語
及
び
通
貨

日
本
語
及
び
日
本
国
通
貨

２

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
、
申
請
書
に
虚
偽
の
事
実
の
記

載
を
し
た
者
の
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
無
効
と
す
る
。

３

契
約
書
作
成
の
要
否

要

４

そ
の
他

詳
細
は
入
札
説
明
書
に
よ
る
。
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